
提

出

者

山

口

わ

か

子

平
成
十
四
年
六
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

一

五

号

先
天
性
疾
患
の
子
供
に
対
す
る
郵
政
事
業
庁
の
簡
易
保
険
事
業
加
入
資
格
条
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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先
天
性
疾
患
の
子
供
に
対
す
る
郵
政
事
業
庁
の
簡
易
保
険
事
業
加
入
資
格
条
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
天
性
疾
患
で
服
薬
し
て
い
る
子
供
が
、
一
律
簡
易
保
険
へ
の
加
入
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
と
の
報
道
が
あ
り
、
加
入
基
準
を

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
懸
念
が
広
が
っ
て
い
る
。

簡
易
保
険
は
公
的
保
険
で
あ
り
、
社
会
的
影
響
も
大
き
い
。
審
査
基
準
を
明
確
に
す
べ
き
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
次
の
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

同
庁
の
考
え
方
に
よ
る
と
こ
ろ
の
「
一
定
の
健
康
状
態
」
の
具
体
的
基
準
ま
た
健
康
診
断
書
不
要
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

二

特
に
、
先
天
性
疾
患
患
者
の
服
薬
に
つ
い
て
の
審
査
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

審
査
、
判
断
を
行
っ
て
い
る
部
署
、
行
っ
て
い
る
人
の
肩
書
き
、
専
門
分
野
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

不
服
申
し
入
れ
の
結
果
、
異
な
っ
た
判
断
が
下
さ
れ
た
場
合
の
情
報
公
開
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
内
閣
の
考
え
方
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


